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大成町、瀬棚町、北檜山町の3町は、地理的、歴史的にも結びつきが強く、

これまでも共通する町のしごとについて、連携・協力しあいながら広域的な

行政運営や住民サービスを展開してきました。

しかしながら、地方分権型社会への対応が求められる新たな時代を迎え、

少子・高齢化など多くの地域課題を総合的かつ効率的に解決していくためには、

これまでの連携・交流から、3町がより強固な社会基盤・行政基盤をもつ地

域として生まれ変わる必要があります。

このたび当合併問題協議会では、合併の判断材料ともなる合併後の新たな

まちづくりの基本となる「新町まちづくりプランダイジェスト（要約）」を

発行し、3町の全世帯へお届けすることになりました。

この構想は、3町の合併により地域の将来がどのようになるかを展望し、

どのようなまちづくりを展開していくのが望ましいか、その方向性を示した

もので、住民の皆さんと共にそれぞれの町が抱える課題に対し共通の理解を

深め、将来の夢を共有しながら、ともに考えていくため作成しました。

合併は、地域社会の未来を切り開く大事業であり、そこに住む方々の生活

に大きな影響を及ぼします。ご家族で、あるいはご近所同士で3町の合併を

ご自分たちの生活に関わる重要な問題として話し合っていただければ幸いです。

� 檜山北部3町合併問題協議会

� 会長（大成町長） 花 田　千 賀 志

檜山北部3町（大成町、瀬棚町、北檜山町）においても、人口の減少や少子・高齢

化、長引く不況の影響による地域産業など、社会・経済情勢の大きな変化の中で直

面する様々な課題に的確に対応し、安心して暮らせる地域づくりや魅力ある生活の

実現のための一つの選択肢として、市町村合併を考えるべき時期を迎えています。

市町村合併は行政はもとより、地域住民の日常生活や産業活動等に大きな影響を

及ぼすものであることから、住民が合併について考えるための材料を提供する必要

があります。

このため檜山北部3町合併問題協議会では、檜山北部3町が合併した場合に、どの

ような「まち」をめざすのかについてのイメージを示し、住民の検討材料の一つと

して活用していくとともに、住民意向を十分に反映しながら今後の検討を進めてい

くため、「檜山北部3町新町まちづくりプラン」を策定しました。

新町まちづくりプランの役割をまとめると以下のとおりとなります。

檜山北部3町の合併後の将来像を描いたもの

新町まちづくりプランは、檜山北部3町合併問題協議会において、3町の現状と課

題等を明らかにし、これまで独自のまちづくりを進めてきた3町を一体的な地域と捉

え、仮に3町が合併した場合の新しい「まち」の将来像を描いたものです。

地域住民が合併について判断する材料となるもの

新町まちづくりプランは、3町の合併の背景や効果、懸念される事項などをとりま

とめたものであり、3町の合併について判断する材料の一つとして活用するものとし

ます。

新町建設計画の基礎となるもの

新町まちづくりプランは法定合併協議会に移行した場合に、具体的なまちづくり

の方向性を示した「新町建設計画」の基礎となるものとして策定しています。

なお、新町で実際に行うまちづくりの詳細かつ具体的な内容については、新町に

おいて策定する総合計画（基本構想・基本計画）に委ねるものとします。

新町まちづくりプランは、新しい「まち」の長期的な将来を展望したもので、合

併後おおむね10年後を見通したものとします。

地域の創造をめざして 1．まちづくりプランの位置付け

新町まちづくりプランの役割

新町まちづくりプランの期間
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●瀬棚町

瀬棚町は檜山支庁管内の最北部に位置し、北は島牧村、東及び南

は北檜山町に接し、西は日本海に面しています。

地勢は、北部に道南最高峰の狩場山とこれに連なる山岳地帯があ

り、地形は平坦部が少なく、海岸に近づくにしたがって起伏する段

丘となり、大半が草地となっています。また、海岸線は変化に富ん

だ奇岩、絶壁が多く、狩場茂津多道立自然公園に指定されています。

沿革をみると、明治30年に利別村（現在の今金町）が分村し、

明治35年には東瀬棚村（現在の北檜山町）が分村して瀬棚村となり、

大正10年の町制施行により瀬棚町となりました。

基幹産業は水産業、農業を中心とした第１次産業となっています。

●北檜山町

北檜山町は檜山支庁管内北部の中央部に位置し、東は今金町、

八雲町、南は大成町、北は瀬棚町及び島牧村に接し、西は日本

海に面しています。

地勢は北部と南部は山岳地帯となっており、その間を後志利

別川と太櫓川が東西に流れ日本海に注いでいます。その流域は

肥沃な平坦地で水利に恵まれた水田地帯となっています。

沿革をみると、明治35年に瀬棚村から東瀬棚村が分村し、昭

和28年に町制施行により東瀬棚町に、昭和30年に東瀬棚町・

太櫓村が合併して現在の北檜山町となりました。

基幹産業は農業であり、主要産物は米と牛乳となっています。

●大成町

大成町は北海道の最西端、檜山支庁管内のほぼ中央に位置

し、北及び東は北檜山町、南は熊石町に接し、西は日本海に

面しており、海上を27ｋｍ隔てて奥尻町と相対しています。

地勢は北部に山脈が形成されており、遊楽部岳において分

岐して東部の白水嶽に通じ、その山麓は急激にのびて市街地

の背後に迫っているため、耕地は臼別川、小川沿いの平坦地

を除いてはほとんど傾斜地に開かれています。海岸線の一部

は檜山道立自然公園に指定されています。

沿革をみると、2級町村制施行により明治35年に久遠村、

大正12年に貝取澗村となり、昭和30年に久遠村と貝取澗村

が合併して大成村として発足し、

昭和41年に町制施行し大成町と

なりました。

基幹産業は漁船漁業を主とす

る水産業が中心となっています。

2．3町のすがた

瀬棚町

北檜山町

大成町

総人口の推移

漁業生産高（金額）の町別構成比（平成13年）
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少子・高齢化への対応と
支え合う地域社会づくり
国や道を大幅に上回る少子・高齢化の進行

や住民の保健・福祉・医療ニーズの高まりに対
応するため、これまで築いてきた施設環境を活
かし、地域における住民参画の福祉体制づくり
をはじめ、安心して子どもを産み育てられる子
育て環境づくりや高齢者、障害者の介護・自立
支援の環境づくりを進め、すべての住民が住み
慣れた地域で助け合い、支え合いながら、共に
生きることができる地域社会づくりを新町一体
となって進めていく必要があります。

特色ある地域資源を
活かした産業の構築
停滞傾向にある地域経済の活性化と雇用の

場の創出のため、農業及び水産業を中心とした
１次産業を基幹産業とする新町の特性・資源を
最大限に活かし、経済環境の変化や高齢社会に
対応した農業・水産業の振興を柱に、林業、商
業、工業、観光に至るまで、新町の特色ある資
源を活かした柔軟な支援施策を新町一体となっ
て推進し、活力ある産業を構築していく必要が
あります。

自然との共生と安全で
快適な居住環境づくり
環境保全に対する住民意識の高まり、地球環

境の保全や循環型社会の形成等の社会的要請、
さらには大きな課題となっている若者の定住促
進への対応を図るため、新町が誇る美しく雄大
な自然環境・景観と共生するまちづくりを進め
るとともに、これまでの取り組みを発展させた
総合的な環境施策や災害に強い安全なまちづく
り、快適な冬の暮らしづくりを推進し、美しく
快適で安全な暮らしが実感できる居住環境づく
りを進めていく必要があります。

交流・定住を支える
生活基盤づくり

道南地域の地域構造の変化も視野に入れた、
将来的な新町の発展基盤づくりのため、計画的
かつ調和のとれた土地利用のもと、環境と共生
する魅力ある市街地環境の創造、定住基盤とな
る住宅・宅地の整備、安全で利便性の高い道路・
交通網の整備、港湾・漁港の整備、高度情報化
社会に対応できる情報ネットワークの整備など、
交流・定住を支える生活基盤づくりを新町一体
となって進めていく必要があります。

未来を担う人材の育成と
地域文化の一層の向上
未来の新町を担う、地域に誇りを持ち創造

性豊かな人材の育成と、そのための生涯にわた
る自己実現の場や機会の拡充、定住を促進する
大きな要素である地域文化の一層の向上を図る
ため、新町の特色ある文化・教育・スポーツ資
源を活用した総合的な学習・芸術・文化・スポー
ツ・交流環境づくりや、内外への情報発信を新
町一体となって進めていく必要があります。

参画と協働による
魅力ある地域づくり
地方分権時代の中で、住民の参画と協働に

よるまちづくりが進められるよう、また各地域
の実情に応じた個性豊かな地域づくりが一層進
められるよう、住民や住民団体、企業等と行政
とのパートナーシップを強化していくとともに、
地域コミュニティの育成・支援や地域ごとの住
民組織への支援等を推進し、魅力ある地域づく
りを新町一体となって進めていく必要がありま
す。

3．まちづくりの主要課題と合併検討の意義

まちづくりの課題

合併による経費削減と財政措置
経費の軽減効果

合併により、町長などの特別職や議員、各種委員会や審議会の委員の数が減るとともに、職員については、
総務、企画等の管理部門の効率化を図りながら、サービス提供や事業実施部門を手厚くするなどの見直し
により、全体的に数を少なくすることができ、経費を大幅に節減できます。

合併に伴う財政支援措置

合併した場合、国からの財政支援措置があり、主なものとしては、建設事業に対する合併特例債や合併
市町村補助金、合併直後の臨時的経費に対する普通交付税措置、さらには、合併後も10年間は合併前の町
ごとに普通交付税を算定する合併算定替の特例などがあり、これらを有効に活用することができます。

行政能力の強化と行政サービスの向上
総合行政の充実・強化

社会・経済情勢の目まぐるしい変化に伴い、3町においても、保健・福祉・医療、環境、教育、情報化、
国際化をはじめ、あらゆる分野において、これまでみられなかった新しい行政課題への対応が必要になり
ますが、合併することにより、簡素で効率的な職員配置が可能となり、柔軟で横断的な総合的行政の展開や、
各分野の事業を有機的に活かした新規事業の立案などが期待できます。

行政組織の再編成

3町で大きな課題となっている少子・高齢化に対応した、地域と連携のとれた窓口サービスの充実に欠か
せない職員配置が可能となります。
また、合併により管理部門が一つに統合されることから、職員配置などの組織編成にあたっては、管理

部門のスリム化や住民サービス部門を充実することが期待できます。

窓口サービスの充実など住民の利便性の向上

窓口サービスについて、合併により行政区域が拡大することから、勤務地や買い物先の近くなど利用可
能なサービス窓口が増加し、住民の日常生活圏に即した多くの場所でサービスを受けることができるよう
になります。

広域的視点に立った効果的なまちづくりの推進
総合的な産業振興施策の推進

町の枠組みを越えた生産基盤の配置及び整備充実、一体的な企業立地の促進、国・道・民間の事業誘致、
新たな観光のゾーニングや観光資源のネットワーク化、新産業創出への一体的支援など、土地利用の見直
し等を伴った、新たなまちづくりの視点からの取組みも可能となるなど、総合的な産業振興施策を打ち出
すことができるようになります。

一体的な基盤整備等による均衡のとれたまちづくりの推進

市街地の再生整備や渡島半島横断道路、開発道路北檜山大成線など国・道道の整備促進、バスなど公共
交通機関の充実、高度情報通信基盤や情報ネットワークの整備などが町の枠組みを越えて一体的・効果的
に実施あるいは促進できるようになり、整備が一層進むとともに、均衡のとれた整合性あるまちづくりが
推進できます。

住民参画・協働のまちづくりの促進

合併によって人口規模が大きくなることにより、より多数かつ多分野にわたる住民の参画・協働が可能
となるほか、一体的な情報のネットワーク化や情報公開の推進を通じて、より広い範囲における情報が提
供できることから、住民が旧町の範囲を越えてより多くの事業や行事等に参画・協働することができるよ
うになります。

合併の効果
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①総人口
国勢調査結果に基づき人口推計を行った結果によると、新町の総人口は今後も減

少傾向で推移し、平成12年の１１,８４２人から、合併後おおむね10年後である平成26

年には１０,０１０人になることが予測されます。このため、合併によってさらなる地域

の活性化を図り、人口の減少を抑制する必要があります。

なお人口推計は、全国の自治体で現在多く使われているコーホートセンサス変化

率法を使用し、平成7年と12年の直近2回の国勢調査結果をもとに町ごとに推計し、

それを合算したものです。

　

②年齢階層別人口
年齢階層別の人口構成をみると、出生率の低下や平均寿命の伸長により少子・高

齢化が一層進むことが予想され、年少人口（14歳以下）は平成12年の１,４６５人（12.4

％）から平成26年には１,２１０人（12.1％）に、生産年齢人口（15～64歳）は平成

12年の６,９８４人（59.0％）から平成26年には５,１２０人（51.1％）に、老年人口（65

歳以上）は平成12年の３,３９３人（28.7％）から平成26年には３,６８０人（36.8％）

になることが想定されます。

世帯数については、核

家族化の一層の進行が見

込まれる一方で、人口減

の影響により全体的には

減少傾向が予想され、平

成12年の４,５９５世帯から

平成26年には４,１７０世帯

になることが想定されます。

また、一世帯当人数に

ついては、平成12年の

2.58人から平成26年に

は2.40人に減少するこ

とが想定されます。

4．人口の見通し

人　口

世帯数

人口と世帯の見通し

12,000

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0

平成12年 平成17年 平成26年

年少人口（0～14歳）

生産年齢人口（15～64歳）

老年人口（65歳以上）

11,842

1,465

6,984

3,393

11,240

6,290

3,610

1,340

10,010

5,120

3,680

1,210

（人）

（単位：人、世帯、人／世帯、％）

� 年� 年平均伸び率
� 平成12年� 平成17年� 平成26年
項目� H12―H17� H17―H26

� 総人口� 11,842� 11,240� 10,010� △ 1.04� △ 1.28

� 年少人口� 1,465� 1,340� 1,210� △ 1.77� △ 1.13� (14歳以下）� (12.4%)� (11.9%)� (12.1%)

� 生産年齢人口� 6,984� 6,290� 5,120� △ 2.07� △ 2.26� (15～64歳）� (59.0%)� (56.0%)� (51.1%)

� 老年人口� 3,393� 3,610� 3,680� 1.25� 0.21� (65歳以上）� (28.7%)� (32.1%)� (36.8%)

� 世帯数� 4,595� 4,500� 4,170� △ 0.42� △ 0.84

� 一世帯当人数� 2.58� 2.50� 2.40� －

注）�平成12年は実績値。

3．まちづくりの主要課題と合併検討の意義（つづき）

基本的に、「サービスは高い方に、負担は低い方に合わせる」という方
針で進めることになります。ただし、単純にサービスは高い方に、負担は低
い方に合わせて一元化を図ると、行財政運営に支障をきたすおそれもあり、
すべてのサービスをこのような形で行うことは難しいと考えられます。

そのため、住民に不公平感を与えないことや、新町としての健全な行財
政運営、受益と負担との適正化などを総合的に勘案し、今後、合併後のサー
ビスのあり方を十分協議し、新たに定めていく必要があります。

合併で懸念される事項とその対応の方向

サービスの低下や
負担の増大への
懸念について

今後、地域住民の意見を十分に踏まえながら、新町建設計画を策定して
いくとともに、地域住民の意見をまちづくりに反映させるための住民組織
である「地域協議会」（合併後も地域の声を施策に反映させるため、合併
前の旧町の区域を単位として設置し、当該区域の地域振興などに関し、合
併後の町長の諮問に応じて審議するとともに、必要に応じて意見を述べる
ことができる組織）の設置等について検討するなど、地域住民の意見を十
分に反映させる様々な仕組みづくりを進めていく必要があります。

行政区域の拡大
による住民意向の
反映について

公共投資が中心部など一部の地域に集中し、周辺部は従来よりも投資
が少なくなり、さびれてしまうのではないかという懸念があります。

今後、3町間で十分協議し、合併後の全町的な均衡ある発展に向けた基
盤整備や施設整備、主要施策の方向性について検討・調整し、新町建設計
画に反映させていくことが必要となるほか、「地域協議会」の設置検討を
はじめとする、周辺部の地域住民の意見を十分に反映させる仕組みづくり
を進めていく必要があります。

基盤整備や
施設整備における
格差発生への
懸念について

現在の町役場は合併後も支所等として位置づけられ、住民のためのサー
ビス窓口として機能することになっており、これまでとほとんど変わりません。

管理部門が一つになることから、ごく一部の専門的な相談（都市計画や
建築に関する許可など）に関しては本庁（新町役場）での対応が必要とな
りますが、その他の大半の住民向けサービスについては、現在の町役場（支
所等）で十分対応できます。

役場本庁舎と
支所の役割分担に
ついて

それぞれの地域・コミュニティの住民による個性ある地域づくりが継続
され、さらに発展していくことができるよう支援していくことが必要であり、
合併前から3町間で十分協議し、地域・コミュニティの自立的な活動を支援・
促進する仕組みや、各地域の歴史・文化、伝統等を保存・継承する施策に
ついて検討・調整していく必要があります。

各地域の独自性の
維持について

行政の効率化は、職員の意識改革と資質の向上、事務の効率化、行政サー
ビスの適正化などを踏まえた総合的な視点から、計画的・段階的な改革に
よって進めていく必要があります。

また、行政サービスの維持・向上を図りながら、本庁と支所等との適正
な役割・機能分担、情報ネットワークの強化が必要となります。

行財政の効率化に
関わる問題に
ついて
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5．新町の基本理念、町づくり構想

新町の将来像

将来像

新町は、道南の最高峰狩場山（１,５２０m）など１,０００ｍ級の山々が連なり、南部には遊楽部岳（１,２７６m）
や白水岳（１,１３６m）などが連なっています。その中間の平坦地には美しくのどかな田園空間が一面に広が
り、一級河川後志利別川が流れ日本海に注ぎます。また、北部の狩場山から海岸にかけて狩場茂津多道立
自然公園に指定され、南部の海岸線の一部は檜山道立自然公園に指定されるなど、美しく雄大な海と緑の
自然環境・景観を誇ります。
これらの自然は、住民の貴重な財産であり、新町の個性を際立たせるかけがえのない資源であることか

ら、自然環境・景観の保全を基本に、適切な形で新町のまちづくりに活用していきます。

めざす将来像は、合併の必要性と効果、新町としての現状特性や発展課題、
基本的な視点を総合的に勘案し、新たな時代に向けて新町が進むべき姿を示
すものであり、新町のまちづくりの象徴となるものです。

地域の特性

　新町としてのまちづくりを進めるにあたって活用すべき地域の特性や資源は
次のとおりまとめられます。

豊かで美しい自然、
人と人のふれあいを

大切にするまちをめざして

豊かで美しい自然、
人と人のふれあいを

大切にするまちをめざして

豊かで美しい自然、
人と人のふれあいを

大切にするまちをめざして
－共に生き共につくる　にぎわいのある　あたたかなふるさと－

豊かな自然資源にめぐまれたまち

新町は、稲作、酪農、畑作を中心とした農業が営まれており、肥沃な土壌から生産される米は良質米とし
て定評があり、有機農法の導入による安心で安全な農作物づくりに取組んでいます。また、牛乳の生産量は
檜山管内でもトップクラスです。水産業では１港湾13漁港があり、「とる漁業」から「守り、育て、売る漁業」
を積極的に進めているところです。
このように新町は、地域特性・資源を生かした特色ある農業、水産業のまちであり、産業を取り巻く環境

が厳しさを増す中で、次代に伝え、さらに発展させていきます。

新しい時代を見据えた農業・水産業のまち

新町には、日本初の洋上風車や蜂の巣型集合風車など強い季節風を利用した風力発電施設をはじめ、暖
房や融雪等への地熱エネルギー活用、自然エネルギーに関する研究施設など、環境への負荷が低い新エ
ネルギーに関する施設等の導入・立地が進んでおり、今後は、家畜糞尿のバイオマスガスプラントでの活用
等も検討されています。
新町のまちづくりにおいては、環境保全や産業振興に結びつけて新エネルギー導入による波及効果を

生かしていきます。

新エネルギーの導入・活用が進むまち

新町には、これまでみてきた貴重な自然資源、スポーツ資源、産業資源をはじめ、公営温泉施設や海水浴
場、パークゴルフ場や宿泊施設、特色ある公園、親水空間、町民ふれあい農園などの都市と農漁村との交流
施設、観光イベント・祭りなど、新町ならではの自然や文化、産業、食文化等にふれあえる多彩で魅力ある観
光・交流資源があります。
新町のまちづくりにあたっては、これらの多様な観光・交流資源を一体的に活用し、多くの人々が行き交

う、活気とふれあいあふれるまちづくりを進めていきます。

多彩で魅力ある観光・交流資源を有するまち

地域社会の連帯感、定住志向の強さは、内外の多くの人々が認める新町の優れた特性の一つです。
こうした住民性等を背景に、それぞれの地域において、多様な住民団体やボランティア、ＮＰＯが組織さ

れ、様々な住民活動や住民と行政との協働のまちづくりが進められています。
新町においては、こうした地域性や住民活動を大切に守り育て、そのパワーとエネルギーを結集し、様々

な分野におけるまちづくりの原動力として活用していきます。

住民活動が盛んな協働のまち

基本目標１

健やかに
暮らせる
福祉のまち

基本目標2

活力に満ちた
産業のまち

基本目標5

豊かな人間性と
文化を

はぐくむまち

基本目標3

自然と共生する
安全なまち

基本目標4

多様な交流を支える
にぎわいのある
快適なまち

基本目標6

みんなで
つくるまち
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遊楽部岳（1,276）

230

229

狩場山（1,520）

奥尻島へ

河川・湖沼

国道

道道

フェリー航路

道路・交流軸

農村生産・交流ゾーン

海浜レクリエーション交流・観光ゾーン

海浜レクリエーション交流核

保養・休養ゾーン

森林ゾーン

市街地ゾーン

地域サービスの拠点

新町においてめざすべき土地利用の基本方針を次のとおり定め、国土利用計画や都

市計画、農業振興地域整備計画を早い時期に策定するとともに、「自然」と「暮らし」

と「産業活動」が調和した良好な地域環境の形成に努めます。

新町における土地利用は次のゾーン

及び拠点に区分し、その基本的な方向

をゾーン別に示すと以下のとおりです。

豊かな自然と景観の保全

ネットワーク化された道路・

交通体系の確立

産業基盤の確立

優良農地の保全と活用

快適な生活空間の確保

にぎわいのある市街地の形成

観光・交流拠点の整備

道路・交流軸
地域の活性化につながる道路・交流軸の整備に努めます。

農村生産交流ゾーン
食糧の生産拠点として整備を進めるとともに、交流空間として活用します。

海浜レクリエーション交流・観光ゾーン
美しい海岸線の整備を進めるとともに、都市住民との交流空間として活用し

ます。また、港湾・漁港については、交流の場、観光の場としての整備、生産

基盤の整備を進めます。

海浜レクリエーション交流核
海浜レクリエーション交流・観光ゾーンのうち、観光・交流施設が集中して

いる地区を海浜レクリエーション交流核と位置づけ、交流拠点としての整備に

努めます。

保養・休養ゾーン
レクリエーション施設・温泉施設が立地する地域を保養・休養ゾーンと位置

づけ、観光・交流拠点としての整備に努めます。

森林ゾーン
森林ゾーンについては、森林資源の保全を図るとともに、森にふれあうレク

リエーション等の用途に活用します。

市街地ゾーン
既存の市街地は市街地ゾーンと位置づけ、便利で快適なにぎわいのある市街

地の形成に努めます。

地域サービスの拠点
地域の行政サービスの拠点として、機能の向上を図ります。

6．土地利用の方針

土地利用の基本方針
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少子・高齢化が急速に進む中で、乳幼児から高齢者まで、障害を持つ人も持たない人も、住民
一人ひとりが住み慣れた地域で助け合い、支え合いながら健康で幸せに暮らせるよう、健康寿命
（痴呆や寝たきりにならない状態で生活できる期間）を伸ばす環境づくりを総合的に進めていく
とともに、ノーマライゼーションの理念（だれもが等しく普通の生活を送れる社会こそ正常であ
るという考え方）に立った、住民参画に基づくぬくもりのある地域福祉体制づくりを進めます。
また、若い世代が安心して子どもを産み、ゆとりを持って健やかに育てていくことができる子

育て支援の環境づくりから、高齢者や障害者の介護・自立支援の環境づくり、生きがい対策、シ
ルバーパワーの活用まで、住民一人ひとりの生命や暮らし、人権を尊重した総合的な保健・福祉・
医療施策を推進します。

基本目標１

健やかに
暮らせる
福祉のまち

保健・医療の充実

地域福祉の推進

子育て支援の推進

高齢者施策の推進

障害者施策の推進

社会保障の充実

主な検討事業

○高齢者施策の推進

・高齢者の暮らしやすいまちづくりの推進

・高齢者向け住宅の整備

・高齢者に優しい住環境の整備　など

産業を取り巻く環境が厳しさを増す中で、生産基盤の一層の充実や生産技術の高度化・経営
の安定化、担い手の育成・確保、販路の拡大と高付加価値化、都市・消費者との交流など、環
境変化や高齢社会に即した施策を推進し、基幹産業である１次産業の維持・高度化を図ります。
また、商工会と連携した工業、商業・サービス業等の振興、新町ならではの自然資源や温泉、
芸術・文化、産業資源、食文化等を活かした体験・交流型、滞在型の観光、さらには関係機関
と連携した雇用対策の一体的推進による若者の地元就職及びＵ・Ｊ・Ｉターン（※）の促進、
後継者の定住促進施策の推進を図り、産業の再構築を進めます。
　

※Ｕ・Ｊ・Ｉターン　就職等により都市部に定住した人が、出身の地方に戻って定住することを「Ｕターン」、出身地とは別の地方に定住することを「Ｊター
ン」、もともと都市部に居住していた人が、地方に定住することを「Ｉターン」という。

基本目標2

活力に満ちた
産業のまち

農林業の振興

水産業の振興

商工業の振興

観光の振興

雇用・勤労者対策の推進

主な検討事業

○農林業の振興

・農業担い手の育成・確保

・主要作物の生産振興

・農業生産基盤の整備

・情報交流事業の実施

・農用地の利用集積

・認定農業者の育成

・新規就農等の参入

・生産性の高い農業への取組み

・農畜産物加工品の開発

・有機農業への取組み

・地域産業との連携

・農業の法人・集団経営の推進

・森林がもたらす多様な機能の充実と保全、推進

・町有林、民有林の植栽、除間伐等の推進　など

○水産業の振興

・水産資源種苗生産事業の検討

・漁業生産の向上及び増養殖事業の確立

・マリンタウンプロジェクト事業の推進

・担い手対策のための魅力ある漁業の展開　など

○商工業の振興

・商工会の育成

・地域の特性を活かした企業の誘致

・消費者ニーズの把握と商工業の推進

　　　　　　　　　　　　　　　など

○観光の振興

・観光拠点の整備

・観光案内板の整備

・体験型観光の推進

・観光協会の育成

・観光物産の開発

・観光の通年化のためのイベント創出

　　　　　　　　　　　　　　　など

○雇用・勤労者対策の推進

・雇用の安定化・新規雇用の創出

・若年労働者の地元就職対策の推進

・季節勤労者団体の育成・支援

・雇用対策事業の実施　など

○保健・医療の充実

・保健・福祉・医療の連携システムの確立

・在宅生活を支える医療体制の確保

・病院の運営方法等の検討

・健康づくり事業の推進

・各種保健事業の充実

・心の健康づくり事業の推進　など

○地域福祉の推進

・社会福祉協議会の効果的な運営　

・ボランティアの育成・強化の推進

・町内会などの地域福祉活動の充実

・福祉施設の環境整備　

・安全なまちづくりの推進　など

○子育て支援の推進

・保育事業の推進

・学童保育事業の実施

・母子保健サービスと子育て支援の充実　など

7．分野別施策の概要
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基本目標3

 自然と共生する
安全なまち

環境・景観の保全と創造

公園・緑地・水辺の整備

上下水道の整備

環境衛生対策の推進

消防・防災体制の充実

交通安全・防犯対策の推進

地域エネルギーの活用

調和のとれた土地利用の推進 

市街地の整備

住宅対策の推進

道路網の整備

公共交通機関の充実

港湾・漁港の整備

情報ネットワークの整備

主な検討事業

社会・経済情勢の変化や道南地域の地域構造の変化を展望し、長期的・広域的視点から、新
町としての土地利用関連計画の策定のもと、地域の均衡ある発展に向けた計画的かつ調和のと
れた土地利用を推進します。

また、これに基づき、自然と共生し、人々が集う魅力ある市街地環
境の創造、定住基盤となる快適な住宅・宅地の整備を進めるとともに、
地域高規格道路である渡島半島横断道路や開発道路北檜山大成線をは
じめとする国・道道の整備促進、町内幹線道路の整備及び生活道路の
整備、港湾・漁港の整備、バス等の公共交通機関の維持、高度情報通
信基盤の充実及び多様な分野における情報ネットワークの整備等を図
り、交流・定住を支える生活基盤づくりを推進します。

基本目標4

多様な交流を生む
にぎわいのある

快適なまち

主な検討事業

新町の美しく雄大な自然環境・景観の保全と創造、地球温暖化防止など地球環境の保全、持
続可能な循環型社会の形成、さらには人々の定住促進に向け、環境を総合的にとらえた施策を
住民・事業者と一体となって積極的に推進し、自然と共生するまちづくりを進めます。

また、新町ならではの自然資源等を活かした、特色ある憩いの場やうるおいある親水・親緑
空間の創造、健康で快適な生活に欠かせない上下水道整備の充実、廃棄物の減量化・３Ｒ（※
リデュース・リユース・リサイクル）体制の充実、新エネルギーの導入と活用、さらには大地
震や河川の氾濫への対応をはじめとする災害に強い安全なまちづくりを総合的に推進し、豊か
な自然を活かした、美しさと快適性・安全性が実感できる、誰もが住みたくなる居住環境づく
りを推進します。

　
※３Ｒ：資源循環型社会を形成するために必要な３つの原則の頭文字。廃棄物について発生抑制（Reduce）、再使用（Reuse）、再資源化（Recycle）すること。

○環境・景観の保全と創造

・環境美化活動への支援

・自然環境の保全

・環境教育・学習の推進　など

○公園・緑地・水辺の整備

・植樹事業による緑化運動　　

・植樹祭の実施

・住民主導による緑化の推進　など

○上下水道の整備

・公共下水道整備の推進

・合併処理浄化槽整備の推進

・水道設備の再整備と統廃合、配水体系の

見直し　など

○環境衛生対策の推進

・ゴミの減量化運動の推進

・住みよい地域を形成するための環境整備

の推進　など

○消防・防災体制の充実

・防災体制の充実

・防災行政無線の整備と有効活用

・災害情報ネットワークシステムの確立

・高規格救急車の導入配備と救急救命士の育成

・計画的な消防施設整備

・急傾斜地崩壊防止事業

・河川の水害対策事業

・保安林整備

・海岸地区治山事業

・海岸保全整備事業　など

○交通安全・防犯対策の推進

・交通安全活動指導者の育成

・交通安全活動事業

・街路灯施設の整備　

・地域防犯対策の推進

・自主防犯活動団体の育成・支援　など

○地域エネルギーの活用

・地域エネルギーの活用促進　など

○調和のとれた土地利用の推進

・計画的土地利用の総合調整

・未利用地の適切な開発誘導

・保全と開発の調和のある推進　など

○港湾・漁港の整備

・港湾の整備と有効活用の推進

・漁港の整備と有効活用の推進

・漁港海岸・建設海岸保全整備事業

・海岸緑化の推進　など

○市街地の整備

・都市計画道路の整備　など

○住宅対策の推進

・公営住宅・町営住宅建設及び改修事業

　　　　　　　　　　　　　　　　　など

○道路網の整備

・地域高規格道路「渡島半島横断道路」の

早期建設促進

・国道２２９，２３０号の整備促進

・道道の整備促進

・開発道路道道北檜山大成線改良事業の整

備促進

・生活道路整備の充実

・町道整備の充実　など

○公共交通機関の充実

・生活交通路線バスの運行支援

・町営バスの運行による交通手段の確保

　　　　　　　　　　　　　　　　　など

○情報ネットワークの整備

・ネットワークを利用した窓口サービスの

充実

・ホームページの充実　など

7．分野別施策の概要（つづき）
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基本目標5

 豊かな人間性と
文化を

はぐくむまち

生涯学習の推進

学校教育の充実

青少年の健全育成

芸術・文化の振興

スポーツの振興

国際交流の充実と地域間交流の推進

新時代のコミュニティ形成 

人権尊重のまちづくりの推進

男女共同参画社会の形成

住民と行政との協働のまちづくりの推進

自立した自治体経営の確立

主な検討事業

すべての住民が意欲と責任を持って、まちづくりのあらゆる分野

に積極的に参画し、個性豊かな魅力あるまちづくりが効果的に進め

られるよう、コミュニティ活動を一層促進していきます。これとと

もに情報公開機能の強化や各種計画の策定・実施・点検・見直しへ

の住民参画の促進、多様な住民団体、ボランティア、ＮＰＯの育成・

支援、民間活力の導入等による住民と行政とのパートナーシップの

確立のもと、新たな時代における協働のまちづくりを進めます。

また、地域住民があらゆる分野に対等な立場で役割・責任を共有しながら参画することがで

きるよう、人権教育・啓発活動や男女共同参画社会の形成を進めます。

さらに、これらを支える自立した自治体経営の確立に向け、地方分権を一層推進するとともに、

行政組織・機構及び事務事業の見直し、職員の意識改革・資質向上、電子自治体の構築、行財

政運営の一層の効率化を進めるなど、さらなる行財政改革を計画的・段階的に進めていきます。

また、新町の核となる本庁と地域ごとの支所等との適正な役割・機能分担を段階的に進めて

いくほか、地域協議会等の地域ごとの住民組織の機能充実を進め、住民サービスの向上と地域

住民の意向反映に努めます。

基本目標6

みんなで
つくるまち

主な検討事業

生きる力の育成を重視した学校教育の推進や新町の自然・歴
史等を活かした地域に開かれた特色ある学校づくりをはじめ、
各世代のニーズに応じた生涯学習環境の整備を図り、未来の新
町を担う、地域に誇りを持ち創造性豊かな人材の育成と、生涯
を通じて学び続け、その成果を活かすことができる総合的な学
習環境づくりを進めます。

また、新町らしさを際立たせ、まちづくりを支える、住民主
体の特色ある学習・芸術・文化・スポーツ・交流活動等を積極
的に支援・促進し、文化の香り高いまちづくりを推進します。

○生涯学習の推進

・生涯学習推進体制の整備

・地域活動・学びのネットワークの構築

・教育環境整備の充実

・図書館・図書センターによる学習情報等

の提供　など

○学校教育の充実

・スクールバスの運行

・地域に根ざし、開かれた学校づくりの推進

・高等学校の適正配置

・幼稚園・保育所の一元化の推進

・教育研究所活動の充実

・学校施設整備の充実

・学校間交流事業等の充実

・情報処理機器整備の充実　など

○青少年の健全育成

・子ども会やスポーツ少年団活動の育成

・学校５日制対応事業の推進

・放課後児童対策の推進

・青少年育成指導員の育成　など

○芸術・文化の振興

・文化活動施設の整備

・伝統芸能の継承活動の奨励

・地域文化遺産の保存

・文化団体活動の育成　など

○スポーツの振興

・スポーツ活動の推進

・スポーツ団体、指導者の育成

・スポーツ教室・行事等の開催

・スポーツ施設の充実　など

○国際交流の充実と地域間交流の推進

・国際交流事業の推進

・体験学習、体験型レクリエーションの推進

・町民交流の推進　など

○新時代のコミュニティ形成

・地域活動の育成・支援

・各種まちづくり活動の育成・支援

・各地域のリーダーの育成　など

○人権尊重のまちづくりの推進

・人権擁護委員制度に基づく適正配置、

適正な活動の推進　など

○男女共同参画社会の形成

・女性団体への活動支援

・女性団体リーダーの養成　など

○住民と行政との協働のまちづくりの推進

・広報広聴活動の充実

・住民のまちづくりへの参加促進

・地域インターネットを利用した情報の

充実　など

○自立した自治体経営の確立

・職員の質の向上と定数管理の適正化

・行財政の計画的、効率的な運営

・行政の情報化推進

・ネットワークシステムの統一

・電算システムの統合整備　など

7．分野別施策の概要（つづき）
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8．新町の組織・機構

合併によるスケールメリットを求め、さらに課題を解決しながら行政サービスを展開でき

る組織機構の整備が重要です。また、旧町エリアに行政サービスが十分行き届くような組

織運営を図る必要があります。

合併後の新組織の基本的な考え方 新町の組織機構イメージと役割

住民サービスに混乱をきたさない、住民サービスを低下させない組織機構の構築

新町の組織機構の基本を「本庁及び支所」として、全ての部門にわたって事務事業の見

直しを進め、行政事務の効率化を図ることが重要です。

簡素で効率的な組織機構の構築

職員数 358人（H15.4）

目標職員数 

249人
合併15年後　109人減

大成町� 101人
瀬棚町� 119人
北檜山町� 138人

定員適正化計画を
策定し、職員数の
適正化に努めます

四役の数 11人
議 員 数 39人

四役の数� 4人
議 員 数�22人

合併後見込 

15年間でおよそ

合計110.1億円が節減されます。

（議員数は在任特例後の法定定数）

職員経費 65.4億円
物 件 費 44.7億円

年間でおよそ
特別職経費7,458万円
議 員 経 費4,780万円

合計12,238万円

大成町 12人　瀬棚町 12人
北檜山町 15人

本　庁

総合支所 総合支所

本 庁 機 能

支 所 機 能

●総務・財政関係
� 人事・広報・企画・財政・

� 町有財産管理・議会事務局・

� 教育委員会　など

●戸籍、住民登録、町民相談の事務
●国民年金、国民健康保険の事務
●介護保険の資格取得や認定受付事務
●民生・児童委員、日本赤十字の事務
●老人保健、医療費助成の受付事務
●福祉相談、健康相談　など

住民の日常生活に密着した
行政サービスを担当します。

●民生・産業・建設関係
� 各分野の企画・管理部門

●民生関係

●農林水産業、観光の振興
●農道、林道、水産施設の維持管理
●観光施設の維持管理　など

●産業関係

●道路、橋の維持補修
●道路パトロール
●上下水道に関する事務
●災害復旧　など

●建設関係

●総務関係

●地域の振興、自治会、コミュニティ活
動の事務

●広聴、要望や苦情の受付や対応
●税に関係する事務
●災害、地区防災の事務　など

●その他

●本庁・支所間のオンラインシステム化
を進めます。
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9．財政シミュレーション

財政シミュレーションの考え方

財政シミュレーションは、現在の標準的な行政サービスを継続するものとして、過去の実

績等を基に一定条件を設定して推計しています。

これまでと概ね同じ水準の行政サービスを継続する場合、財政調整基金・減債基金等を

繰り入れても平成17年度以降赤字収支で推移していきます。平成32年度までに合計で

約96億円の財源が不足すると見込まれます。

現行制度で単独運営した場合のシミュレーション

大成町

これまでと概ね同じ水準の行政サービスを継続する場合、財政調整基金・減債基金等を

繰り入れても平成17年度以降赤字収支で推移していきます。平成32年度までに合計で

約66億円の財源が不足すると見込まれます。

瀬棚町

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32

歳入合計

歳出合計

　区　分� H15� H16� H17� H18� H19� H20� H21� H22� H23� H24� H25� H26� H27� H28� H29 �H30� H31� H32

歳
　
　
入

歳
　
　
出

歳入歳出差引

地 方 税

地 方 譲 与 税

その他交付金等

地 方 交 付 税

国 庫 支 出 金

道 支 出 金

地 方 債

その他の収入

歳 入 合 計

人 件 費

物 件 費

維 持 補 修 費

扶 助 費

補 助 費 等

公 債 費

投 資 的 経 費

その他の経費

歳 出 合 計

� 118,369� 116,932� 116,544� 115,449� 114,351� 113,256� 112,157� 111,062� 110,044� 109,025� 108,006� 106,987� 105,969� 105,002� 104,038

� 21,600� 27,300� 27,300� 27,300� 27,300� 27,300� 27,300� 27,300� 27,300� 27,300� 27,300� 27,300� 27,300� 27,300� 27,300

� 29,607� 30,101� 30,101� 30,101� 30,101� 30,101� 30,101� 30,101� 30,101� 30,101� 30,101� 30,101� 30,101� 30,101� 30,101

�1,405,824�1,320,980�1,281,351�1,241,721�1,202,092�1,162,462�1,122,833�1,083,204�1,043,574�1,003,945� 964,315� 924,686� 924,686� 924,686� 924,686

� 60,860� 55,344� 11,978� 11,978� 11,978� 11,978� 11,978� 11,978� 11,978� 11,978� 11,978� 11,978� 11,978� 11,978� 11,978

� 180,971� 127,977� 27,697� 27,697� 27,697� 27,697� 27,697� 27,697� 27,697� 27,697� 27,697� 27,697� 27,697� 27,697� 27,697

� 255,000� 177,400� 205,900� 205,900� 205,900� 205,900� 205,900� 205,900� 205,900� 205,900� 205,900� 205,900� 205,900� 205,900� 205,900

� 395,247� 340,655� 306,114� 129,120� 128,990� 128,860� 128,730� 128,600� 128,456� 128,313� 128,170� 128,026� 127,883� 127,737� 127,592

�2,467,478�2,196,689�2,006,984�1,789,266�1,748,408�1,707,554�1,666,696�1,625,842�1,585,050�1,544,259�1,503,467�1,462,676�1,461,513�1,460,401�1,459,291

� 678,000� 665,635� 665,635� 665,635� 665,635� 665,635� 665,635� 665,635� 665,635� 665,635� 665,635� 665,635� 665,635� 665,635� 665,635

� 300,766� 246,931� 246,931� 246,931� 246,931� 246,931� 246,931� 246,931� 246,931� 246,931� 246,931� 246,931� 246,931� 246,931� 246,931

� 25,403� 26,709� 26,709� 26,709� 26,709� 26,709� 26,709� 26,709� 26,709� 26,709� 26,709� 26,709� 26,709� 26,709� 26,709

� 89,733� 84,323� 84,602� 84,104� 83,606� 83,107� 82,609� 82,111� 81,133� 80,156� 79,179� 78,201� 77,224� 76,077� 74,931

� 441,885� 443,568� 457,000� 456,380� 455,760� 455,140� 454,519� 453,899� 453,216� 452,532� 451,848� 451,165� 450,481� 449,787� 449,092

� 457,174� 466,059� 419,002� 392,057� 376,751� 340,217� 329,455� 311,711� 306,270� 317,230� 328,960� 341,360� 354,339� 367,825� 381,752

� 286,406� 111,133� 192,733� 192,733� 192,733� 192,733� 192,733� 192,733� 192,733� 192,733� 192,733� 192,733� 192,733� 192,733� 192,733

� 164,111� 152,331� 188,804� 186,665� 184,525� 182,386� 180,246� 178,107� 175,748� 173,390� 171,031� 168,673� 166,314� 163,918� 161,522

�2,443,478�2,196,689�2,281,416�2,251,213�2,232,650�2,192,857�2,178,837�2,157,835�2,148,375�2,155,315�2,163,026�2,171,406�2,180,366�2,189,615�2,199,305

� 24,000� 0� -274,432� -461,947� -484,241� -485,304� -512,141� -531,994� -563,325� -611,056� -659,559� -708,730� -718,853� -729,214� -740,013

� 103,071� 102,104� 101,137

� 27,300� 27,300� 27,300

� 30,101� 30,101� 30,101

� 924,686� 924,686� 924,686

� 11,978� 11,978� 11,978

� 27,697� 27,697� 27,697

� 205,900� 205,900� 205,900

� 127,446� 127,300� 127,155

�1,458,179�1,457,066�1,455,953

� 665,635� 665,635� 665,635

� 246,931� 246,931� 246,931

� 26,709� 26,709� 26,709

� 73,784� 72,638� 71,491

� 448,397� 447,703� 447,008

� 396,066� 386,712� 287,076

� 192,733� 192,733� 192,733

� 159,126� 156,729� 154,333

�2,209,381�2,195,789�2,091,917

�-751,202� -738,723� -635,963

（単位：千円）
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　区　分� H15� H16� H17� H18� H19� H20� H21� H22� H23� H24� H25� H26� H27� H28� H29 �H30� H31� H32

歳
　
　
入

歳
　
　
出

歳入歳出差引

地 方 税

地 方 譲 与 税

その他交付金等

地 方 交 付 税

国 庫 支 出 金

道 支 出 金

地 方 債

その他の収入

歳 入 合 計

人 件 費

物 件 費

維 持 補 修 費

扶 助 費

補 助 費 等

公 債 費

投 資 的 経 費

その他の経費

歳 出 合 計

� 156,351� 150,693� 149,759� 149,029� 148,299� 147,568� 146,841� 146,110� 145,270� 144,429� 143,592� 142,751� 141,911� 141,210� 140,506

� 29,000� 32,773� 32,773� 32,773� 32,773� 32,773� 32,773� 32,773� 32,773� 32,773� 32,773� 32,773� 32,773� 32,773� 32,773

� 42,800� 40,801� 40,801� 40,801� 40,801� 40,801� 40,801� 40,801� 40,801� 40,801� 40,801� 40,801� 40,801� 40,801� 40,801

�1,858,844�1,713,173�1,661,778�1,610,383�1,558,987�1,507,592�1,456,197�1,404,802�1,353,407�1,302,011�1,250,616�1,199,221�1,199,221�1,199,221�1,199,221

� 109,092� 95,104� 118,069� 118,069� 118,069� 118,069� 118,069� 118,069� 118,069� 118,069� 118,069� 118,069� 118,069� 118,069� 118,069

� 163,306� 94,640� 135,823� 135,823� 135,823� 135,823� 135,823� 135,823� 135,823� 135,823� 135,823� 135,823� 135,823� 135,823� 135,823

� 392,500� 267,200� 320,400� 320,400� 320,400� 320,400� 320,400� 320,400� 320,400� 320,400� 320,400� 320,400� 320,400� 320,400� 320,400

� 602,857� 528,312� 545,744� 322,504� 322,183� 321,861� 321,540� 321,218� 320,458� 319,697� 318,937� 318,176� 317,415� 316,311� 315,207

�3,354,750�2,922,696�3,005,146�2,729,781�2,677,334�2,624,887�2,572,443�2,519,996�2,467,000�2,414,004�2,361,010�2,308,014�2,306,413�2,304,608�2,302,799

� 746,278� 714,905� 714,905� 714,905� 714,905� 714,905� 714,905� 714,905� 714,905� 714,905� 714,905� 714,905� 714,905� 714,905� 714,905

� 496,671� 498,478� 498,478� 498,478� 498,478� 498,478� 498,478� 498,478� 498,478� 498,478� 498,478� 498,478� 498,478� 498,478� 498,478

� 51,720� 43,469� 43,469� 43,469� 43,469� 43,469� 43,469� 43,469� 43,469� 43,469� 43,469� 43,469� 43,469� 43,469� 43,469

� 129,268� 117,053� 119,271� 120,833� 122,396� 123,959� 125,521� 127,084� 128,025� 128,965� 129,905� 130,846� 131,786� 131,546� 131,307

� 334,025� 296,145� 301,063� 301,019� 300,974� 300,929� 300,884� 300,840� 300,734� 300,628� 300,522� 300,416� 300,311� 300,157� 300,003

� 806,940� 781,430� 757,576� 702,060� 651,463� 581,578� 530,885� 475,146� 453,274� 451,647� 453,970� 459,683� 468,322� 479,491� 492,859

� 468,744� 223,272� 430,928� 430,928� 430,928� 430,928� 430,928� 430,928� 430,928� 430,928� 430,928� 430,928� 430,928� 430,928� 430,928

� 273,073� 247,944� 242,605� 242,248� 241,891� 241,535� 241,178� 240,821� 239,977� 239,134� 238,290� 237,446� 236,602� 235,376� 234,151

�3,306,719�2,922,696�3,108,295�3,053,940�3,004,504�2,935,780�2,886,249�2,831,671�2,809,789�2,808,154�2,810,467�2,816,171�2,824,800�2,834,350�2,846,099

� 48,031� 0� -103,148� -324,158� -327,169� -310,893� -313,806� -311,675� -342,789� -394,150� -449,456� -508,157� -518,387� -529,743� -543,300

� 139,805� 139,104� 138,400

� 32,773� 32,773� 32,773

� 40,801� 40,801� 40,801

�1,199,221�1,199,221�1,199,221

� 118,069� 118,069� 118,069

� 135,823� 135,823� 135,823

� 320,400� 320,400� 320,400

� 314,102� 312,998� 311,893

�2,300,994�2,299,189�2,297,380

� 714,905� 714,905� 714,905

� 498,478� 498,478� 498,478

� 43,469� 43,469� 43,469

� 131,067� 130,827� 130,587

� 299,850� 299,696� 299,542

� 508,142� 488,147� 481,415

� 430,928� 430,928� 430,928

� 232,925� 231,700� 230,474

�2,859,763�2,838,149�2,829,798

�-558,769� -538,960� -532,418

（単位：千円）
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9．財政シミュレーション（つづき）

これまでと概ね同じ水準の行政サービスを継続する場合、財政調整基金・減債基金等を

繰り入れても平成17年度以降赤字収支で推移していきます。平成32年度までに合計で

約123億円の財源が不足すると見込まれます。

3町が合併した場合の財政シミュレーション

北檜山町

合併した場合には、歳入面での合併後の財政支援措置、歳出面での人件費の削減をはじ

めとする経費軽減効果などを反映して、収支は黒字又は均衡を保って推移していきます。

合併した場合
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　区　分� H15� H16� H17� H18� H19� H20� H21� H22� H23� H24� H25� H26� H27� H28� H29 �H30� H31� H32

歳
　
　
入

歳
　
　
出

歳入歳出差引

地 方 税

地 方 譲 与 税

その他交付金等

地 方 交 付 税

国 庫 支 出 金

道 支 出 金

地 方 債

その他の収入

歳 入 合 計

人 件 費

物 件 費

維 持 補 修 費

扶 助 費

補 助 費 等

公 債 費

投 資 的 経 費

その他の経費

歳 出 合 計

� 399,864� 370,583� 370,393� 368,032� 365,668� 363,304� 360,943� 358,579� 355,765� 352,947� 350,130� 347,316� 344,498� 341,924� 339,349

� 88,000� 102,720� 102,720� 102,720� 102,720� 102,720� 102,720� 102,720� 102,720� 102,720� 102,720� 102,720� 102,720� 102,720� 102,720

� 110,303� 111,289� 111,289� 111,289� 111,289� 111,289� 111,289� 111,289� 111,289� 111,289� 111,289� 111,289� 111,289� 111,289� 111,289

�2,764,011�2,581,983�2,504,524�2,427,064�2,349,605�2,272,145�2,194,686�2,117,226�2,039,767�1,962,307�1,884,848�1,807,388�1,807,388�1,807,388�1,807,388

� 229,415� 208,161� 252,806� 252,806� 252,806� 252,806� 252,806� 252,806� 252,806� 252,806� 252,806� 252,806� 252,806� 252,806� 252,806

� 796,887� 442,191� 526,982� 526,982� 526,982� 526,982� 526,982� 526,982� 526,982� 526,982� 526,982� 526,982� 526,982� 526,982� 526,982

� 999,900� 582,800� 672,400� 672,400� 672,400� 672,400� 672,400� 672,400� 672,400� 672,400� 672,400� 672,400� 672,400� 672,400� 672,400

� 535,831� 525,259� 348,489� 294,874� 294,259� 293,644� 293,029� 292,414� 291,717� 291,021� 290,324� 289,627� 288,930� 288,178� 287,427

�5,924,211�4,924,986�4,889,603�4,756,167�4,675,729�4,595,290�4,514,855�4,434,416�4,353,446�4,272,472�4,191,498�4,110,528�4,107,014�4,103,687�4,100,361

� 767,278� 773,087� 773,087� 773,087� 773,087� 773,087� 773,087� 773,087� 773,087� 773,087� 773,087� 773,087� 773,087� 773,087� 773,087

� 804,500� 695,959� 695,959� 695,959� 695,959� 695,959� 695,959� 695,959� 695,959� 695,959� 695,959� 695,959� 695,959� 695,959� 695,959

� 94,250� 163,156� 163,156� 163,156� 163,156� 163,156� 163,156� 163,156� 163,156� 163,156� 163,156� 163,156� 163,156� 163,156� 163,156

� 153,623� 170,458� 170,005� 169,261� 168,516� 167,771� 167,027� 166,282� 165,700� 165,117� 164,535� 163,952� 163,370� 161,870� 160,371

�1,198,326� 980,262�1,069,245�1,069,245�1,069,245�1,069,245�1,069,245�1,069,245�1,069,245�1,069,245�1,069,245�1,069,245�1,069,245�1,069,245�1,069,245

� 970,100� 921,808� 888,438� 835,098� 815,956� 752,359� 768,293� 754,980� 745,259� 765,576� 791,019� 820,965� 854,868� 892,252� 932,696

�1,472,134� 569,832� 939,703� 939,703� 939,703� 939,703� 939,703� 939,703� 939,703� 939,703� 939,703� 939,703� 939,703� 939,703� 939,703

� 439,000� 650,424� 485,420� 482,385� 479,350� 476,316� 473,281� 470,246� 466,808� 463,369� 459,931� 456,493� 453,054� 449,345� 445,637

�5,899,211�4,924,986�5,185,013�5,127,894�5,104,972�5,037,596�5,049,751�5,032,659�5,018,916�5,035,213�5,056,635�5,082,559�5,112,442�5,144,617�5,179,853

� 25,000� 0� -295,410� -371,726� -429,243� -442,306� -534,896� -598,242� -665,470� -762,741� -865,136� -972,032�-1,005,428�-1,040,930�-1,079,492

� 336,775� 334,200� 331,626

� 102,720� 102,720� 102,720

� 111,289� 111,289� 111,289

�1,807,388�1,807,388�1,807,388

� 252,806� 252,806� 252,806

� 526,982� 526,982� 526,982

� 672,400� 672,400� 672,400

� 286,675� 285,923� 285,172

�4,097,035�4,093,709�4,090,383

� 773,087� 773,087� 773,087

� 695,959� 695,959� 695,959

� 163,156� 163,156� 163,156

� 158,871� 157,372� 155,872

�1,069,245�1,069,245�1,069,245

� 975,834� 927,205� 919,933

� 939,703� 939,703� 939,703

� 441,928� 438,219� 434,511

�5,217,783�5,163,946�5,151,466

�-1,120,748�-1,070,238�-1,061,084

（単位：千円）
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地 方 税

地 方 譲 与 税

その他交付金等

地 方 交 付 税

国 庫 支 出 金

道 支 出 金

地 方 債

その他の収入

歳 入 合 計

人 件 費

物 件 費

維 持 補 修 費

扶 助 費

補 助 費 等

公 債 費

投 資 的 経 費

その他の経費

歳 出 合 計

� 636,696� 632,510� 628,317� 624,128� 619,941� 615,752� 611,078� 606,402� 601,728� 597,054� 592,378� 588,135� 583,893

� 162,793� 162,793� 162,793� 162,793� 162,793� 162,793� 162,793� 162,793� 162,793� 162,793� 162,793� 162,793� 162,793

� 182,191� 182,191� 182,191� 182,191� 182,191� 182,191� 182,191� 182,191� 182,191� 182,191� 182,191� 182,191� 182,191

�5,802,652�5,508,168�5,292,074�5,012,981�4,859,888�4,723,863�4,626,555�4,527,965�4,400,155�4,271,624�4,192,919�3,995,555�3,788,808

� 452,852� 452,852� 452,852� 382,852� 382,852� 382,852� 382,852� 382,852� 382,852� 382,852� 382,852� 382,852� 382,852

� 690,503� 690,503� 690,503� 690,503� 690,503� 690,503� 690,503� 690,503� 690,503� 690,503� 690,503� 690,503� 690,503

�2,824,133�2,824,133�2,824,133�2,342,800�2,342,800�2,342,800�2,342,800�2,342,800�2,342,800�2,342,800�1,724,800�1,724,800�1,724,800

� 835,420� 746,498� 776,168� 855,982� 932,047� 927,437� 952,379� 957,683� 906,208� 835,717� 777,001� 956,447�1,176,819

�11,587,240�11,199,648�11,009,032�10,254,229�10,173,015�10,028,190� 9,951,151� 9,853,188� 9,669,230� 9,465,535� 8,705,436� 8,683,276� 8,692,659

�1,985,482�1,930,960�1,828,637�1,774,116�1,719,594�1,665,073�1,610,552�1,556,030�1,501,509�1,446,988�1,392,466�1,337,945�1,283,424

�1,704,022�1,525,676�1,410,331�1,231,985�1,179,639�1,127,293�1,090,754�1,074,948�1,059,142�1,043,336�1,027,530�1,010,137� 992,745

� 233,334� 233,334� 233,334� 233,334� 233,334� 233,334� 233,334� 233,334� 233,334� 233,334� 233,334� 233,334� 233,334

� 373,878� 374,198� 374,518� 374,837� 375,157� 375,477� 374,857� 374,238� 373,619� 372,999� 372,380� 369,494� 366,608

�1,622,802�1,525,630�1,428,457�1,331,284�1,234,111�1,136,939�1,055,055�1,039,766�1,024,477�1,009,188� 993,900� 977,077� 960,254

�2,065,016�1,951,202�1,888,143�1,740,114�1,798,106�1,812,991�1,875,805�1,963,561�2,060,133�2,164,238�2,274,775�2,378,440�2,486,775

�2,214,363�2,214,363�2,214,363�2,214,363�2,214,363�2,214,363�2,214,363�2,214,363�2,214,363�2,214,363�1,563,363�1,563,363�1,563,363

�1,388,342�1,382,811�1,408,017� 976,699�1,048,300�1,039,226�1,059,127�1,059,391�1,002,877� 927,346� 847,688� 813,486� 806,156

�11,587,240�11,138,174�10,785,800� 9,876,733� 9,802,606� 9,604,696� 9,513,847� 9,515,632� 9,469,453� 9,411,792� 8,705,436� 8,683,276� 8,692,659

� 0� 61,473� 223,233� 377,496� 370,409� 423,494� 437,304� 337,556� 199,777� 53,743� 0� 0� 0

� 579,650� 575,408� 571,163

� 162,793� 162,793� 162,793

� 182,191� 182,191� 182,191

�3,581,350�3,373,172�3,246,335

� 382,852� 382,852� 382,852

� 690,503� 690,503� 690,503

�1,724,800�1,724,800�1,724,800

�1,401,867�1,424,650�1,384,956

�8,706,007� 8,516,369� 8,345,592

�1,228,902�1,174,381�1,174,381

� 975,353� 957,961� 940,569

� 233,334� 233,334� 233,334

� 363,722� 360,836� 357,950

� 943,431� 926,608� 909,785

�2,599,075�2,508,390�2,382,045

�1,563,363�1,563,363�1,563,363

� 798,826� 791,495� 784,165

�8,706,007� 8,516,369� 8,345,592

� 0� 0� 0

（単位：千円）
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12．国・北海道の支援制度10．任意協議会での協議内容

11．法定合併協議会での協議項目

13．合併までのスケジュール予定

活用例内　　　容項　目

まちづくりのための建投事業に
対する支援

（事業費ベース65.1億円）

最　大

61.8億円

市町村建設計画に基づく事業に
対する支援

最　大
2.1億円

合併時臨時的経費に対する支援

最　大

2億円

新たなまちづくりに対する支援

最　大

6.3億円

財政支援額合計

事業費ベース
95.1億円

88.8億円

合併市町村振興のための
基金造成に対する支援

合併支援補助
（北海道）

（基本造成上限15.2億円） （事業費ベース 4.4億円）

最　大

14.4億円 最 大　2.2億円

合併後に活用できる制度等
国の支援策（市町村合併支援プラン）

合併特例債

①まちづくりのための建設事業―市町村建設計画基づく事業に対し合併特債を充当
②基金造成―地域振興・住民の一体感醸成のために行う基金造成に対し合併特例債を充当
③公営事業―合併に伴う上水道事業等の増嵩経費に対する一般会計からの出資及び補助に対し合併特例債を充当

充当率95％（公営企業に係るものは100％）
元利償還金の70％を後年度において普通交付税措置（合併後10カ年度）

・町道整備
・地域公共ネットワーク整備
・文化施設整備　等
・各種ソフト事業
（基金事業）

合併市町村
補助金

市町村建設計画に基づく事業に対し補助
合併後3カ年の補助

上に同じ

普通交付税額
の算定の特例

合併後10カ年度は、合併がなかったものと仮定して毎年度算定した普通交付税の額を保障。
さらに5カ年度は激変緩和処置

活用例内　　　容項　目

北海道の支援策

合併支援補助

市町村建設計画に基づいて行う事業で地域内の交流、連携、一体制の強化などの取組みに対し交付
　・道路や生活環境の基盤整備事業
　・保健・医療・福祉の充実に資する事業
　・合併市町村のコミュニティ施設の整備や活動支援に資する事業
　・合併市町村の一体感など地域形成に資する事業

・講演会などリーダー養成事業
・地域文化の保存、伝承に係る事業
・地域コミュニティの活動に対する助成
・イベント開催に対する助成
　　　　　　　　　　　　　　　　　　等

普通交付税の
合併補正

台併後における行政の一体化に要する経費等に対する措置（合併後5年間）
・基本構想等の策定
・地域公共ネットワーク整備　等

特別交付税 新たなまちづくり、公共料金格差の合併後の需要に対し包括的に措置（合併後3年間） ・公共料金格差調整　等

その他 上記の他、国庫補助事業等の優先採択、適用要件の緩和等の優遇措置など ・道路整備、教育施設整備、
　農林生産基盤整備等

平成16年 平成17年 平成18年
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協定項目の協議
新町建設計画の
協議、作成

道議会の議決、
道知事の決定、
総務大臣の告示

など

法定協議会では、新しいまちづくりのための建設計画や合併に関するさまざまな事項を協議します。

　合併問題協議会では、重要な項目について合併した場合を想定し、どのようにしていくべきかについて
協議を行いました。

●基本的協議項目
１  合併の方式　　２  合併の期日　　３  新町の名称　　４  事務所の位置　　５  財産及び公の施設の取扱い

●特例法に規定されている協議項目
６  議会の議員の定数及び任期の取扱い　　７  農業委員会委員の定数及び任期の取扱い　　８  地方税の取扱い
９  一般職員の身分の取扱い　　10　地域自治組織及び地域協議会の取扱い

●その他の必要な協議項目
11  特別職の身分の取扱い　　12  条例規則等の取扱い　　13  組織及び機構の取扱い　　14  町・字の区域、名称の取扱い
15  慣行の取扱い　　16  広域連合、一部事務組合等の取扱い　　17  公共的団体等の取扱い　　18  使用料、手数料等の取扱い
19  補助金、交付金等の取扱い　　20  国民健康保険制度の取扱い
21  各種事務事業の取扱い
� 21-1� 商工観光関係事業� 21-2� 都市計画・建設事業� 21-3� 上下水道事業
� 21-4� 消防・防災事業� 21-5� 環境衛生・環境保全事業� 21-6� 教育事業
� 21-7 �福祉・保育・保健衛生事業� 21-8� 介護保健事業� 21-9� 病院及び診療所事業
� 21-10�広報・公聴事業� 21-11�電算システム事業� 21-12�窓口サービス事業
� 21-13�交通関係事業� 21-14�国際交流等事業� 21-15�姉妹都市等事業
� 21-16�農林水産関係事業� 21-17�その他事務事業
22  新町建設計画

合併の方式
対等の関係で新たな町を設置する新設合併とします。
地域の活性化に配慮しながらまちづくりに取り組む観点から新設合

併としています。
合併の期日

合併特例法の期限である平成１７年３月末までに北海道に合併申請
をし、合併特例法の財政優遇措置を受けながら、遅くとも平成１８年
３月末までに新町をスタートします。
新町の名称

公募、協議会委員提案による方法、旧町名を名称とする方法など、
いろいろな町の名称の決め方がありますが、法定協議会で検討します。
事務所の位置

住民の利便性や合併後の庁舎施設の充実整備を考えて、北檜山町役
場を本庁舎とします。

大成町役場と瀬棚町役場は、住民サービス部門を重点的に配置でき
る総合支所とし、住民サービスの低下をまねかないようにします。
財産の取扱い

３町には土地、建物、基金などの公の財産や施設整備・下水道整備
等の事業費を借り入れた借金がありますが、これらの財産や借金はす
べて新町に引き継ぎします。

なお、基金については、法令で定められている基金や通学定期補助
のために積立てられている基金などがありますので、基金ごとに統合
し新町で取扱いを調整します。
地域自治組織及び地域協議会の取扱い

旧町区域に法人格を有する区を一定期間（5年間）設置できる「地域
自治組織」と市町村建設計画、予算編成、各種計画に意見を述べるこ
とができる「地域協議会」を設置し、住民の意見を行政に反映してい
きます。
議会の議員の定数及び任期の取扱い

合併した場合の議員定数及び任期の取扱いについては、次の方法が
あります。

①　合併時に定数の２倍以内（44人以内）による選挙を実施し、４
年後に法定定数（22人以内）による一般選挙を実施する方法。

②　合併時に選挙を実施しないで合併前の町議会議員全員（39人）
が２年以内で在任し、その後に法定定数による一般選挙を実施す
る方法。

③　公職選挙法の規定により、合併時に法定定数による設置選挙を
実施する方法。
当協議会では、地域住民の声の反映などを考慮し、そのまま２年間

は町議会議員として在任する②の在任特例による方法としています。

農業委員会委員の定数及び任期の取扱い
合併した場合の定数及び任期の取扱いについては、次の方法があり

ます。
①　合併時に選挙をしないで、合併前の選挙による農業委員全員（30

人）が１年間を超えない範囲で在任し、その後に法定定数（20人
以内）による選挙を実施する方法。

②　農業委員会等に関する法律の規定により、合併時に法定定数に
よる選挙を実施する方法。

当協議会では、農業委員会は統合し、合併前の選挙による農業委員
会は、そのまま１年間は新町の農業委員として在任する①の在任特例
による方法としています。
地方税の取扱い

各町で差異がある税率や納期等を調整します。
【個人町民税】

均等割は、制限税率（2,600円）と標準税率（2,000円）を適用し
ている町がありますが、標準税率に統一します。

納期を統一します。納期は次のとおりです。
� 第１期� 第２期� 第３期� 第４期
�6月30日� 8月31日� 10月31日� 12月28日

【固定資産税】
納期を統一します。納期は次のとおりです。
� 第１期� 第２期� 第３期� 第４期
�4月30日� 7月31日� 9月30日� 11月30日

【特別土地保有税】
合併後は都市計画区域が存するため、都市計画区域の免税点（5,000

㎡）に統一します。
（現在、免税点　北檜山町 5,000㎡、大成町・瀬棚町 10,000㎡）
【入湯税】

施設の規模や合併前の町の事情を考慮し、合併特例法の規定による
不均一課税を３年間適用し、その後統一します。３年間は入湯税の額
は現行どおりとなります。

  項目　　 　　町名� 大成町� 瀬棚町� 北檜山町
� 宿泊客� 150円� －� 100円
� 入浴客� 60円� 40円� 100円

（平成15年4月1日現在）

一般職員の身分の取扱い
３町の職員は、そのまま新町の職員となります。
合併後は、簡素で効率的な行政組織を構築し、合併時の職員（約

350人）を段階的に削減しなければなりません。そのためには「定員
適正化計画」を策定し、職員数の適正化に努めることとします。

また、給料、各種手当は合併時に統一基準を定め、給料月額の格差
は合併後速やかに是正に努めます。


